
改   正   案 現       行 
  
 ３ 建築・都市計画・土木関係 

番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
７９ 

〔略〕 
   

８０ 

東京都屋外広告物条例
（昭和２４年東京都条
例第１００号）第２３
条の規定に基づく屋外
広告物の表示又は掲出
の許可の申請に対する
審査 

屋外広告物
許可申請手
数料 
⑴・⑵ 
〔略〕 
⑶ プロジ
ェクショ
ンマッピ
ング 

 
⑷～⒄ 
〔略〕 

 
 
 
〔略〕 
 
面積５平方メートルまでごとにつ
き ３，２２０円。ただし、面積
１，０００平方メートルを超える
ものにあっては、６４４，０００
円 
〔略〕 

許可申請
のとき。 

８１ 
～ 
８６ 

〔略〕 
   

 備考 〔略〕 

 ３ 建築・都市計画・土木関係 
番号 事    務 名 称 額 徴収時期 

１ 
～ 
７９ 

〔略〕 
   

８０ 

〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔同左〕 
 
 
⑴・⑵ 
〔略〕 
  〔新設〕
 
 
 
 
⑶～⒃ 
〔略〕 

 
 
 
〔略〕 
 
〔新設〕 
 
 
 
 
〔略〕 

〔同左〕 

８１ 
～ 
８６ 

〔略〕 
   

 備考 〔略〕    

【
別
紙
】
 


